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は  じ  め  に

　1990年代に，「三農問題」注1（温2010）が提示され，
その後，この問題の解決は，中国政府にとって重要な
課題のひとつである．同時に，中国東南沿岸部で起き
た農業産業化注2 は「三農問題」の解決策の一つとして
認識されている．農業産業化の進展に伴い，それを実
現させる方式である産業化経営も変化しつつある．三
農問題の中核である農家の権益（温2013）を保護し，
農業産業化における農家の主体性を反映させるため
に，中央政府は農民専業合作社（以下では合作社）を
2007年に正式に導入し始めた．
　2007年10月に施行された合作社法により，合作社
は「農家生産請負経営注3 を基礎にして，同類の農産品
生産経営者，あるいは同類の農業生産経営サービスの
提供者と利用者が自発的に連合し，民主的に運営する
互助的な経済組織である．」と定義されている．中国
国家工商総局の公表している統計データによると，
2015年10月末まで，合作社数は147.9万社に達し，
合作社法が施行された直後2007年度より，約57倍増
加した．合作社に加入した農民は約7,221万人で，全

国農民総数の約27.8％を占めている．そして果実，野
菜，畜産，林業，漁業等，全ての産業に及んでいる（『中
華人民共和国国家工商行政管理総局資料（同局ホーム
ページに掲載）』）．
　しかし，合作社の飛躍的な発展にともない，構成員
間の異質性問題が深刻化している．中国農民専業合作
社の構成員は，構成員間における身分等といった社会
的属性の相違，合作社への加入動機の相違，合作社へ
の出資の相違に応じて，一般に核心社員と普通社員に
類型区分される．こうした中，多くの合作社は，一人，
または少数の核心社員によって設立され，彼らによっ
て日常運営，意思決定等も主導されている．潘（2012）
の調査結果によると，理事長が100％出資したケース
もあった．そして，社員の法律意識および社会的地位
の低さのため，彼らの権利，利益等をなかなか保護さ
れにくく，一部の社員の独断専行に従わざるをえない．
このような設立主体の強力な支配と農家の主体性の喪
失については，他にも同様の指摘がなされている（鄧
2014，邵ら2015）．
　このような状況が持続するならば，合作社の設立目
的はもとより，農民主体性の向上等，ひいては三農問
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題への解決に寄与しない．一方，普通社員は，自身が
合作社の社員という意識が薄く，雇用労働者のように
生産活動を行っている．本来生産者互助的な組織であ
るが，現在，まるで企業のようになっている．近年合
作社を対象とした各実態調査で，合作社の企業化が指
摘さている．
　なお，社員のタイプが違っても，合作社法上に与え
られた権利と義務は同じである．合作社法による合作
社の定義をみると，生産者の主体性が強調され，ICA
国際原則に沿って、組織制度等が規定されているため，
合作社は農協の一形態と見なすことができる．そして，
農協における構成員間の異質性問題は，先進国におい
ても歴史的に経験してきた問題である．そのため，異
質性問題を抱える合作社の組織，事業方式に関する議
論の多くは，これら先進国の状況，具体的には，日本
の総合農協，アメリカの新世代農協，EUの企業家的
農協という三者の発展状況に照らしながら行われるこ
とが多い．本稿では，そうしたこれまでの合作社研究
をレビューすることで，合作社の企業的性格と農協的
性格が，現時点でどのように捉えられているかを整理
するとともに，合作社の健全な発展と三農問題解決へ
の寄与に向けて，今後の研究課題を明らかにする．
　以下，第2章で先行研究を踏まえながら、構成員間
の異質性を抱える合作社の現状について説明する．

異質性を抱える合作社の現状
　
1．構成員間の異質性
　構成員間の異質性問題は，協同組合研究において，
重要な研究領域のひとつである（Cook，M.L2004）．
そこで，合作社研究において研究者がまず注目したの
は，異質性の要因であった．重要なポイントとして，
資源賦存（resource endowment）が指摘された．林ら

（2002）は社員間の資源賦存にある差異について，具
体的に，農民の資本，生産規模といった生産資源，労
働力及び人間関係・人脈といった社会資源において差
異が存在することを説明した．邵ら（2013）は同様に，
社員間の資源賦存を重要な要因と認識し，そのうえ，
農民が合作社に加入する動機・目的の差異，合作社の
設立段階，かつその後の役割の差異から異質性の要因
をより詳しく整理した．郭ら（2010）では，異質性の
要因について，社員間の資源賦存の差異以外に，土地
出資等といった合作社への要素出資，合作社への貢献，
それに応じた利益に対する要求の程度，リスク分担等
での差異も指摘している．そして，これらの要因を踏
まえて，郭ほかは，社員を核心社員等六つのタイプに

分類し，異質性の本質は構成員が合作社の日常運営等
に参加する水準の差異であることを指摘した．その分
析結果を踏まえ，邵ら（2012）は，構成員が合作社の
日常運営等に参加する水準への分析をつうじて，構成
員間の役割には非常に顕著な差異があることを明らか
にした．

2．合作社の本質
　合作社の本質が何かについての分析は，主にICA国
際原則と合致しているか否かをめぐって行われた．近
年以来，一部の研究者は，中国の合作社がICA国際原
則と合致していないことを指摘した．馬（2013）は，
社員の身分，つまり生産者であるか否か，所有者と利
用者が同一になっているか否か，合作社が社員利益の
最大化を目指しているか否かという視点から，真の合
作社であるか否かを判断できるとしている．所有者と
利用者が同一になっているか否かについて，鄧ら

（2014，2016）は，各地域の合作社を対象とした調査
を通じて，現在中国における大部分の合作社で，所有
者と利用者が同一になっていないことを明らかにし，
そして，多くの場合は企業に近い組織づくりであるこ
とを指摘している．真の合作社でないという消極的な
分析結果に対して，多くの研究者は積極かつ実用主義
的な観点から異なる分析と評価を行った．彼らは，
ICA国際原則との一致性よりも，法律にそって適切に
登記して，社員により多くの利益をもたらされるなら
ば，それが合作社の本質であると主張している．その
ような議論を踏まえて，秦（2014）は，組織づくりの
コストという視点から，農民が合作社の設立，事業展
開等が自立的に行われておらず，現在の合作社が真の
合作社でないことの合理性を説明した．
　真の合作社であるか否かについて，農民一人あたり
の生産規模が小さくて，資本力も弱い等といった中国
なりの状況はあるので，積極的な見方を取られるべき
であるが，問題点も無視できない．例えば，少数人に
よる合作社への支配（崔ら2012），剰余金分配が少数
の発起人に傾いている（成田2011）等の現象が起きて
いる．この原因は，主に構成員間の異質性及び法律の
不備（鄧ら2014，鄭ら2012）にあると分析されている．
合作社への管理および意思決定において少数の発起人
が主導権を握っていることが顕著な特徴である．苑

（2013）では，少数の発起人について，農産物加工企業，
商人，大規模農家と村幹部に分類している．それぞれ
の発起人によって，設立された合作社の組織ガバナン
ス構造への影響も異なる．具体的に，大規模農家が発
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起人である場合に，剰余金の分配が比較的に公平に行
われている．それ以外の場合に，資本投入に対するよ
り多くの資本回収が求められるため，剰余金の分配の
公平性はあまり守られないことを理論的に分析した．
一方，これまでの分析において，研究者は，少数の発
起人に注目して分析してきたが，普通社員はあまり注
目されていなかった．譚ら（2013）で，合作社内にあ
るプリンシパ ‐ エージェント関係，つまり，普通社
員はプリンシパルとして，核心社員に合作社の管理を
依頼しながら，核心社員の管理状況を監視するという
視点が提示された．この分析から，普通社員の核心社
員に対する監視が機能せず，そのため核心社員は管理
の役割を果たさず，結果，普通社員が合作社の共同事
業を利用しながらも，合作社を通じた出荷に参加しな
いというフリーライダー問題を抑制できないことが示
さ れ て い る． こ の 問 題 を め ぐ っ て， 蔡 ら（2010，
2012）も社員に対するアンケート調査を踏まえて，社
員が協同できない主な要因が異質性にあることを明ら
かにした．加えて，核心社員の力が圧倒的に強くなっ
ていることが，普通社員が核心社員を監視せず，行使
すべき権利の放棄につながっている．
　その他，鄭ら（2012）は，政府が合作社に政策的な
補助を行う場合，補助の基準は，合作社の社員総数，
経済パフォーマンスになっており，合作社の組織づく
り，剰余金分配の公平性等を基準にされなかったこと
を指摘している．それも，合作社のガバナンスに問題
がある原因ともいえる．
　異質性問題が合作社今後の発展に与える影響につい
て，多くの場合，外部の強力な資本によって合作社が
設立されて，企業管理の仕方で合作社を管理している．
筆者の調査注4 により，こうした合作社では，社員に対
して，剰余金の分配でなく，給料が支払われている．
したがって，普通社員は雇用労働者の位置づけになっ
ている．そして，地方政府も，資本の作用をより強調，
または過大に宣伝し，合作社自体の組織づくり等を重
視していない．

3．合作社のガバナンス構造
　合作社のガバナンス構造の重要課題としては，いか
にコントロール権と残余請求権が配分されるかである

（陳2010）．近年以来，合作社は企業化される傾向にあ
り，コントロール権と残余請求権の配分が変化してい
る．まず，コントロール権において，ICA国際原則に
沿った合作社法によると，「理事長，理事，監事ある
いは監事会員は組合員大会において組合員の中から選

出され，本法及び定款の規定に基づき職権を行使し，
組合員大会に対して責任を負う．理事会会議，監事会
会議の議決は，一人一票である．」と規定されているが，
商人，大規模農家と村幹部等，いわゆる核心社員が合
作社の出資総額の半分以上に占めるため，実際に，少
数の核心社員がコントロール権を有している（苑
2013）．それに伴い，合作社の意思決定に関して，社
員総会が形骸化していることも指摘されている（馬
2008）．実態調査からは，社員総会が完全に開かれな
い，または定期的に開かれないことが明らかにされて
いる（姜・田中2014）．
　次に，龍頭企業注5，農産物加工企業といったアグリ
ビジネス企業が，大規模生産による規模の経済を実現
させるためには，より多くの土地が必要になる．しか
し，農村で土地を獲得することは容易ではない．アグ
リビジネス企業が農村に進出する際，地方に申請する
手続きの複雑さ，土地代の高騰等が主な問題になる．
ところが，図らずも2007年合作社法の施行に伴い，こ
れらの問題への対策が可能となった．地域の農民が合
作社に加入する際に，土地で出資することは可能であ
る．企業にとって，土地出資の形で土地集約が比較的
容易に実現されて，財政，金融政策等，政府にも優遇
される．そのため，近年では，企業主導型合作社とい
う合作社モデルが多く企業に採用され，飛躍的に増加
している．これに伴って，企業がコントロール権と残
余請求権を独占している問題も発生することになる．
商人，大規模農家と村幹部等のケースと同様で，社員
間の出資額にはかなりの差があるため，合作社は企業
の一部門になってしまったと指摘される（苑2008）．
　以上の現状からみると，合作社制度において，現在
直面している合作社の本質に関する議論および合作社
のガバナンスの問題は，個々別々の問題ではなく，異
質性の問題に根差しており，お互いに連動して解決す
る必要があることが分かる．

異質性問題に対する
合作社法改正の論点

　
　現行合作社法はあくまでも農民に対して合作社をつ
くる方法を示しているが，異質性問題に対応しきれな
い部分があった．そして，社員が法律に違反した場合，
それに対する罰則規定もない．研究者は，合作社法を
改正する必要性を強調しながら，改正の方向性につい
て幅広く議論している．2007年に施行された合作社法
は，初めて合作社の市場主体性（Market Entity）を明
確にし，合作社に法的根拠等を提供した．杜（2008）は，
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合作社法の特徴を次のようにまとめている．①現実に
は多様な合作社が存在するが，合作社法が対応できる
のは農民専業合作社だけになっている，②合作社の設
立基準，合作社への加入条件等は複雑ではない，③政
府の役割が明確に規定されている等である．初期にお
いて，合作社法は合作社の設立等に重要な役割を果た
した．しかし，合作社のさらなる発展に伴い，法律と
現状の乖離が顕著になり，法律改正は喫緊の課題とし
て研究者に認識されている．そして，2013年の『中央
1号文件』注6 では，初めて合作社法を改正することが
提起された．2015年の『中央1号文件』は，再び合作
社法への改正に触れている．これまで，合作社の発展
状況からみると，中国農民合作組織の新な始まりとし
て，研究者は2007年に施行された合作社法の意義及び
政府の役割を否定しないが，これから合作社がより良
い方向に発展していくために，いくつかの改正方向を
提言している．

1．立法目的
　合作社法によると，「農民専業合作社の発展を支持
し指導することを目的に，農民専業合作社の組織及び
活動を定め，農民専業合作社及びその組合員の合法的
な権益を保護し，農業及び農村経済の発展を促進する
ために本法は制定する．」と述べている．目的が合作
社の発展を支持，指導することであるが，法的拘束力
を欠いている．そして，合作社及び社員の権益を保護
すると書いてあるが，法律全体をみると，具体的に，
どのように両者の権益を保護するか等明確にされてい
ない．さらに，合作社の規範化，例えば，完全にICA
国際原則か否か等，具体的な基準がない限り，今後の
発展方向は見えてこない．現状として，合作社は株式
化とういう傾向が強くなり，そうした合作社も，政府
から示範社（モデル社）として認定されるケースが少
なくない．

2．合作社の設立基準，加入条件
　法律上，合作社の設立にはいくつかの条件が満たさ
れなければならないが，実際には，潘（2011）による
と，政府の補助金を獲得するために，社員が一人もい
ない合作社がかなり発生している．原因の一つは，登
記の際に，工商局が各申請書類を確認することの難し
さがあげられる．もう一つは，上述のように，法律に
明示された項目も厳密ではなく，曖昧さが残っている
ためである．異質性の深刻化に伴い，研究者は農民の
加入条件を厳しくすべきと主張し始めた．黄ら（2013）

では，社員の生産規模，出資額等を引き上げ，できる
限り社員の均質化を目指すべきだと主張している．任

（2014）は，農民の加入条件をより厳しくできるかに
ついて，今後議論する必要性があると強調している．
加入条件への中心的な議論は，零細規模，または資本
力の弱い農民をどのように対処するかである．一方的
に均質化を追求した場合，結局合作社法の精神と大き
くかい離することになる．

3．合作社のガバナンス構造
　まず，コントロール権について，農民間に資本，土
地規模等の差があった結果，少数の核心社員が多額の
資本，または大規模な農地を出資して，コントロール
権を自分に集中させている．その場合，合作社を設立
する目的は，明らかに農民のためではない．それに対
して，多くの提言は農民の権益が保護されるべきだ等
の価値判断にとどまっている．核心社員の集権的行動
をいかに防止するかについての検討は残され課題であ
る．
　次に，残余請求権について，これと直接関わるのは
剰余金の分配率である．合作社の営利性は合作社法に
よって認められ，ICA国際原則に合致した伝統的な協
同組合の非営利性と異なっている（郭2007）．郭は，
この理由として，一つには非営利組織の効率性の低下
を克服するためとしている．もう一つは，アメリカ新
世代農協の市場志向に学んだためであると分析してい
る．合作社法によると，剰余金は「組合員と合作社の
取引量（額）に基づき返還する．返還額の総額は配分
剰余金額の60％より少なくしてはならない．」と規定
されている．これに対して，一部の研究者から，より
多く出資している社員は他の社員より大きなリスクを
負担しているにもかかわらず，出資額に応じた配当は
40％以下しかなく，こういった社員のモチベーション
を低下させるとの主張がなされている（鄭2011）．し
かし，これは，合作社法の精神に鑑みれば，農民権益
を保護することと相反するであろう．李（2016）では，
剰余金の分配率について，具体的に，合作社との取引
高に応じた分配率を60％から50％に調整することを提
言し，核心社員と普通社員，両者の利益を損なわない
ようにできると提言した．孔ら（2014）は，合作社の
剰余金分において，次期に設備，生産技術等を更新す
るための積立金を最初に取られるべきであると主張す
る．そして，合作社との取引量，合作社への出資だけ
でなく，合作社に貢献しているすべての土地，技術等
といった要素を剰余金分配の基準として，分配が行わ
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れるべきであると強調した．
　当然，これらの提言の適用可能性と合作社の発展へ
の寄与について検討されなければならない．研究者は，
外国の農業協同組合の制度及び発展状況に注目した．
主に二タイプの農協，一つは日本の総合農協という
ICA国際原則に合致した伝統型協同組合で，もう一つ
は，ICA国際原則を生かしながら，組織イノベーショ
ンが行われたアメリカ新世代農協およびEUの起業家
的農協である．この二タイプの農協をめぐって，どち
らに学ぶべきであるかについて，議論が行われた．

日本、欧米型農協への注目
　
　これまでの協同組合の発展の歴史をみると，欧米で
は，共有所有権をめぐる議論があった．新規加入の組
合員は，他の社員が蓄積してきた協同組合の資産を，
投資なしに，または過少投資で使うという組合員のフ
リーライダー問題が指摘された（Nilsson1998）．そし
て，組合員の中で経営に強いものが組合員全体の共通
利益より自分の利益を重視することが問題視された

（オンノフランクファン・ベックムら2000）．日本で
は，組合員が正組合員と准組合員に分けられる．准組
合員にはこれまで議決権を与えられなかったが，近年，
正組合員数の減少に伴い，多様な組合員が意思決定に
参加できる制度づくりをめぐって議論されている．い
ずれにせよ，各先進国において，協同組合はICA国際
原則に基づきながらも，組織と事業方式の改革を通じ
て，組織パフォーマンスの向上を図っている．中国の
研究者は，日本の総合農協，アメリカ新世代農協，EU
企業家的農協という典型的な三つの発展タイプと中国
合作社の比較研究を行い，学ぶべきところを指摘した．

1．日本型農協（総合農協）
　日本の農業協同組合（JA）は，単協，県連と全国連
という三段階性を持っている．そして，事業内容別で
農協は二タイプに分けられる．日本農林水産省の『2015
年度農業協同組合及び同連合会一斉調査の概要』によ
ると，一つは信用事業を行わない専門農協である．も
う一つは，信用，共済，購買，販売等の事業を総合的
に行う総合農協である．2016年4月1日現在，組合員
数は1,014万人となり，農家の農協への加入率はほぼ
100％である．正組合員数が456万人，准組合員数が
558万人である（JA全中ホームページによる）．農協
は地域の農業産業化，活性化に重要な役割を果たして
いる．
　中国の研究者は，日本の農協に対する調査，または

文献をつうじて，以下の提言を行っている．まず，合
作社の設立について，村で合作社のメリット，機能等
を農民に宣伝，普及することで，農民が自発的に合作
社を設立することを促すべきであるという提言である

（徐ら2004，藤ら2009，梁2010）．次に，中国政府の
役割について，政府は合作社に有利な財政政策，金融
政策をさらに打ち出して，法制度を整備すべきという
ものである（徐ら2004，袁ら2008，藤ら2009，崔ら
2009，王ら2010，王ら2012）．さらに，合作社の活動
範囲を生産，加工と販売に限らず，信用，保険事業等
も積極的に行うべきというものである（袁ら2008，藤
ら2009）．そして，合作社は，日本の総合農協のよう
に，地域の農業生産における営農指導の役割をより果
たすべきというものである（袁ら2008）．

2．欧米型専門農協注7

　日本の農協との相違点を踏まえて，今後合作社が目
指すべき方向であるが，現段階において，合作社に関
わる法制度の整備，農村の現状等はかなり異なるので，
日本の農協の経験をこのまま活かすことができない．
ここで，研究者が注目したのは，アメリカ新世代農協，
EU企業家的協同組合である．
　アメリカ新世代農協，EU企業家的協同組合の発展
概要について，20世紀初期，農業生産資材価格の高騰，
農産物の販売における農民の交渉力低下を背景に，伝
統的農協が設立された．その後，30年代から40年代に，
農村地域で，農業に関わる金融，販売，情報等のサー
ビスが後退したため，協同組合が多様化した．生産に
集中する生産組合，農産物の販売を促進するマーケ
ティング組合，組合員に融資サービスを提供するサー
ビス組合等である（陳ら2016）．70年代以後，グロバー
リゼーションの下，農産物市場のさらなる開放，農産
物に対する消費者ニーズの変化等に対応するために，
伝統的な農業組合制度のイノベーションが行われて，
90年代に，新世代農業が登場した（趙ら2007）．そし
て，アメリカにおける農協の発展の潮流になっていた．
　EUにおいて，1850年代に最初の農協が設立され，
その後，アメリカ新世代農協と同様に，時代の変化と
ともに，農協の発展が進んだ．1960年代以後，農産物
市場におけるグロバーリゼーションに伴い，競争が激
しくなっている一方，各国の自国の農産物に対する支
援策・補助策は次第に減少している．農産物に対する
消費構造が変化し，新たなニーズにこたえるために，
高付加価値の農業生産が必要となり，農業に関わる各
セクター間の統合が求められている（オンノフランク
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ファン・ベックムら2000，趙ら2012）．こうした背景
の下で，企業家的で適応性のある，または市場志向的
な農協が登場した．
　アメリカ新世代農協，EU企業家的協同組合は，ど
ちらも商工企業という外部資本と農民が契約をつうじ
て結合されて，ICA国際原則に基づきつつも，企業と
近似する仕方で運営されている．特に，アメリカ新世
代農協が農業に関わる各セクターの垂直統合によって
生まれていること，農業者に限らずに農協に加入して
いるという異質性があること等，中国の合作社の状況
と近似しているので，参考とする価値があると指摘さ
れた（李ら2008，庄ら2011）．

合作社の今後のあり方を
展望するにあたって

　
　研究者の提言に関して，合作社にこのまま適用でき
るのか．組織・事業方式において，日本型農協、欧米
型専門農協と中国の合作社と比較しながら，適用可能
性を検討する．

1．日本型農協方式の合作社への適合性
　組織から検討すると，まず，日本の農協は，単協，
県連と全国連という三段階の組織になっている．合作
社は村，郷レベルまで，単協にとどまり，連合会がな
い．そして，日本の農協が政治と関わり，一定の影響
力を持っているが，合作社はほぼ政治と関わらない．
　次に，設立の経緯について，日本農協法によると，
農業者注8 らが農協を作ることを明記されている．合作
社の場合，商工資本が規模の経済を達成するために，
農村に進出し，労働力，土地が必要になる．一方，農
民が高品質な農産物を生産するため，生産技術，生産
資材等の更新に関わる資本が必要であった．そのため，
商工資本と農民の間にある補完関係が合作社の設立の
きっかけになった．従って，日本の初期の農協におい
ては，地縁的関係かつ生産者として同様な身分である
ため，組合員の間に信頼関係の基盤が作りやすかった
と言えよう．逆に，合作社は，発起人と農民の補完関
係によって設立されたため，利益に対するそれぞれの
要求が対立しやすい．実際の発展状況からみると，組
織全体の求心力が低下している．こうした違う構成員
への取り扱いについて，日本の農協が組合員を正組合
員と准組合員に分けて，それぞれの加入基準を明確に
されている．合作社の場合は，正，准社員の区分なく，
企業等の加入が可能になるが，農民の割合が80％以上
に規定されている．

　さらに，農民の加入について，日本の場合，農家が
農協への加入率は高くなっている．合作社の場合，国
家工商局の統計データによると，合作社への加入率は
約28％にとどまっている．その中，村の行政者が業績

（主にGDP）をアピールする，または商工資本が財政
策・金融策上の優遇措置を獲得するために，実質のな
い合作社を設立した．社員名簿に載っている農民を対
象に調査した結果，自分が社員であることを分からな
かったことが明らかになった（潘2011）．ゆえに実際
の加入率はより低くなっていると考えられる．組織規
模（組合員の人数）について，日本の総合農協が圧倒
的に大きくなっている．加入率に関わるのは加入目的

（理由）である．組合員は，協同組合の共同生産，共
同販売といった共同事業のメリット，つまり，生産コ
ストの削減，交渉力の強化等を生かしながら，農業所
得，地域農業の活性化等を図っている．合作社の場合，
農業技術の習得，農業所得の向上等が加入目的になっ
ている．しかし，これが，あくまでも生活への改善に
とどまり，地域への貢献はまだまだ及んでいない．
　意思決定について，日本の農協は一人一票原則を厳
守している．農協法により，農業者，または農業関連
以外が准組合員としての加入が認められた．ただし，
正組合員のみが議決権を持つことができる．しかし，
合作社の場合，商工資本に対して配慮された結果，原
則として一人一票であるが，「出資額あるいは合作社
との取引量（額）が大きな組合員は，定款規定により，
付加議決権を持つことができる．合作社の付加議決権
の総数は，合作社組合員の基本議決権総数の20％以上
を超えることができない」を規定されている．中国の
現状として，農業者以外の商工資本が圧倒的に強く
なっているため，実質上，合作社の意思決定は民主的
に行われない．
　事業方式からみると，大きく異なっている．日本の
農協は，農業生産・加工と販売だけでなく，信用事業，
共済事業にも積極的に展開している．合作社の場合，
生産に集中する農民専業合作社，土地流動ための土地
合作社，村の農民間に金の貸出に関わる資金互助合作
社等があり，事業ごとに合作社が作られている．取り
扱い生産物について，合作社が単一の生産物になり，
日本の農協は単一，または複合的生産物になっている．
　以上のような日本の農協との相違点が示されたよう
に，中国の合作社は政治的影響力を持たず，農民の合
作社への加入率も比較的に低く，事業内容も単一化し
ている．そして，意思決定等は必ずしもICA国際原則
に沿っておらず，企業等といった商工資本の合作社へ



7中国農民専業合作社における構成員間の異質性に関する研究の動向と展望

直ちに脱退すれば，合作社の共同事業を維持すること
は難しくなる．そのため，社員の脱退自由について検
討する必要がある（朱2012）．
　アメリカ新世代農協，EU企業家的協同組合におけ
る意思決定は，一人一票制を基礎にしながらも，出資
に応じる投票権の配分も導入されている．合作社は，
大規模出資者の票数が農家の票数を上回らないように
法的に制約されているが，実質上，役員層に支配され
ている（馬2008）．当然ながら，剰余金の分配に関して，
欧米において，農協法によって定められた剰余金の分
配比例の下で，出資高と取引量に応じる分配が行われ
ている．一方，合作社の場合，法律が農民を重視して
取引量配当に傾いてるが，現状として，出資高配当が
優先，または完全に出資高に応じる分配になっている．
　罰則規定について，いずれもあるが，アメリカ新世
代農協，EU企業家的協同組合の場合，組合員が定款，
法律に違反したら，他の組合員の損失を補償すること
になる．合作社法には，補償の規定はないが，定款に
よる除名等の罰則が儲けられている．
　事業方式において，アメリカ新世代農協，EU企業
家的協同組合のいずれも生産物取り扱いは単一品目
で，厳格な生産基準を組合員に課している．そして，
組合員に出荷することを義務化するために，出資額に
対応した出荷量の権利と義務が定められる「出荷権株

（磯田2000，大江2000，王2013）」を組合員に発行する．
このメリットとして，組合員が共同出荷しないという
機会主義的行動を最大限抑制できることが挙げられる

（王2013）．また，欧米の場合，事前に農民と契約を結
び，農産物の協定価格を設定しているため，市場価格
の影響を受けにくくなる．一方，合作社法には，必ず
出荷することは義務化されていない．また，合作社が
社員と出荷契約することは少なく，合作社と社員の取
引価格は市場価格の影響を受けやすい．
　上述の相違点を踏まえながら、欧米型専門農協のや
り方を合作社に導入する適合性を検討する．まず出資
について，事業運営の安定性を保つために，高い出資
金が社員に求められている．アメリカ新世代農協の事
例では5万ドル（約33万元）といった高額な出資金を
加入条件としている（王2012）が，中国福建省の事例
では，合作社に未加入の一般農家の年間収入は1 ～ 2
万元程度（木村・程2014）で，新世代農協のやり方で
あれば，農民は加入できない．福建省が中国の東南沿
岸部に位置され，内陸部の農村より農民の所得比較的
に高くなっていることを考えると，福建省でさえでき
なければ，他の農村地域の農民も加入できない状態と

の加入が許容されているため，欧米の専門農協の性格
を有していると考えられる．木村・程（2014）福建省
の茶業合作社に対する事例分析で，合作社は零細農家
を維持・保護する防衛的役割よりも，むしろアメリカ
の新世代農協にみられる小農排除で高付加価値を追求
するような，攻勢的役割を果たす協同組合の性格を有
しているとみてよいと主張している．合作社法では，
①構成員は同類農産物の生産者であること，②合作社
の事業内容に信用・共済事業を含めず，付加議決権を
最大20％まで許容していること，③剰余金の分配は利
用配当が重視されていることから，法制度の面からみ
ると，欧米専門農協に近似している（青柳2015）．

2．欧米型専門農協方式の合作社への適合性
　アメリカ新世代農協，EU企業家的協同組合と中国
の合作社，三者の組織・事業方式に対する比較を行い
ながら検討したい．まず，背景からみると，グロバー
リゼーションの下，農産物市場の競争が激化していく
中，高付加価値，差別化農産物の生産・販売による高
利 潤 が 追 求 さ れ る た め（ 磯 田2000， 大 江2000，
2002），農協にとって資本の必要性は顕著になってい
る．それに対応したサプライチェーンの統合も同時に
進められている．中国も同様に，龍頭企業といったア
グリビジネス企業による農業の産業化が進められ，企
業と農民の間に中間組織の必要性が出ており，合作社
法の確立に伴い，法的根拠のある生産者組織が登場し
た．
　加入について，アメリカ新世代農協，EU企業家的
協同組合は農民の生産規模，資本力の異質性によるリ
スクを回避するため，主に高額な出資金を条件として，
加入制限が設けられる．特にアメリカ新世代農協おい
て，農民が農協へ出荷する意思の有無，出荷量を確保
できる否か（磯田2000，大江2000，2002）を加入の
判断基準としている．合作社は，原則として農民の加
入を制限しないが，社員の均質化を図るために，加入
条件を設けて，農民の加入を制限している合作社も多
い．主な条件は土地規模（木村・程2014，伊藤2011）
等の生産要素，あるいは出資金である．非農業生産者
の加入はいずれも許容されている．
　社員の脱退について，アメリカ新世代農協は，組合
員の脱退を許可しないが，出資金に応じた株の譲渡が
可能である（磯田2000，大江2000，王2013）．EU企
業家的協同組合も一般に脱退を制限している（趙
2012）．合作社は社員の脱退を許可している．しかし，
社員は利益を優先で考えるので，一度利益を獲得して
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いえる．従って，事業運営の安定性は確かに重要であ
るが，アメリカ新世代農協のやり方では，合作社に適
用できない．
　また，加入動機についての実態調査からは，農業産
業化はいうまでもなく，農家が，「合作社とは何か」，「合
作社で何をやるか」等でさえ分かっておらず，そして，
社員になっても，自分の生産物を安定的に売れば良い
とう考え方が主流であることが明らかにされている

（潘2013）．そして，生産要素と僅かな資本のみを出資
した農家は自分が合作社の所有者であることを意識せ
ず，民主管理の実現は難しくなる．そして，生産要素
で出資した場合，出資金に転換する公的基準もない．
　さらに，欧米の専門農協の発展の歴史をみると，長
い歴史の蓄積があって，農協法，協同組合原則に合致
した農協を基礎としたうえで，組織制度のイノベー
ションが行われた．つまり，長い歴史の中に，農民の

表1　アメリカ新世代農協，EU企業的協同組合および中国農民専業合作社の組織比較

表2　アメリカ新世代農協，EU企業的協同組合及び中国農民専業合作社の事業方式比較
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図1　アメリカ新世代農協，ＥＵ企業家的農協及び中国合作社の発展段階

間に協同文化が成熟していたと考えられる．中国の場
合は，図1に示されるように，農協発展の初期段階を
飛ばして，法律が施行され，すでに合作社法，協同組
合原則に合致した伝統型の合作社のみならず，農業産
業化に対応するための新たな，また，社員間に異質性
を抱える合作社も存在する．しかし，農民の中で協同
の文化が成熟していない．
　仮に欧米農協の全てのやり方が合作社に適用できて
も，農民の間に協同の文化がない限り，合作社の制度
改革は成功しない．確かに，アメリカ新世代農協は異
質性問題に一定程度対応できたが，一方で，中国の場
合，分散している零細規模の農民をいかに組織化する
かが現段階の目標である．従って，アメリカ新世代農
協の経験の適用可能性は限定的で，一部の強い資本力
を持つ，または規模の大きい合作社にのみ活かせるも
のである（王2003，韓ら2011）．

終  わ  り  に
　
　中国の合作社は協同組合ではない（鄧ほか2014，
2016）という考え方は，協同組合を極めて限定的に「資
本主義と対抗する勢力」としてとらえようとするもの
である．近年，欧米では政府セクター，企業セクター
を補完するセクターとして協同組合をとらえる考え方

（George Hendrikse・Li2013）が次第に多くなってい
る．つまり，農民と企業は対抗関係でなく補完関係と
して位置づけられるのである．このため，企業的な協
同組織も含め多様な形態の組織が協同組合と認められ
ている．中国の合作社には多様な形態があるが，いず
れも協同組合であることを否定する必要はないであろ
う．更に言えば，純粋な協同組合であるかどうか明ら
かにすること自体は重要課題ではない．仮に協同組合
でなくとも，中国の合作社は農業者が農業産業化・市
場化に対応する重要な組織・事業方式であるし，それ
をより農民に有利，かつ健全な組織にするための課題
を明らかにし，分析することが極めて重要である．
　中国の合作社法はICA国際原則に基づいて作られた
ものである．しかし，異質性を抱える合作社において，
核心社員と呼ばれる合作社の役員層が協同組合原則に
違反する事例が見られる．そのため，農家の権益を損
なっており，農家の権益を保護するための合作社法の
精神と乖離している現状にある．今後もこうした構成
員間の異質性は長く存続すると考えられる中で，農家
の主体性を反映するための合作社の組織制度・法制度
の検討が必要になる．
　合作社の存続に関わる事業方式も時代の変化に応じ
て更新する必要がある．高付加価値事業，ひいては農
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業の産業化をさらに進める際に，資本調達の問題，経
営人材の欠如等といった合作社の限界がでてくる．こ
れらの限界を乗り越えるために，異質性を抱える合作
社において，いかに商工資本と農民の補完性をうまく
利用しながら，合作社事業を発展させるかについて検
討することも喫緊の課題である．

注

1．三農問題：農業，農村，農民の問題のこと．農業
問題はとくに零細経営規模や低生産性などの農業構
造問題，農村問題は農村と都市の社会資本格差問題，
農民問題は農民と都市住民の所得格差問題を指す．

2．農業産業化：龍頭企業が中心となり，契約農業や
産地化を通じて農民や関連組織をインテグレートす
ることで，生産，加工，流通の有機的な結合を形成
し，農産物の市場競争力の強化と農業利益の最大化
を図ると同時に，農村の振興と農民の経済的厚生向
上を実現すること．

3．農家生産請負経営：中国では憲法第10条によって
農村土地の所有者は農民集団とされているが，農家
請負経営とはこの農民集団が所有する土地の一部に
ついて農家が農業経営を請け負うことによって営ま
れる経営のことである．具体的には，国家への売渡
義務と集団への上納義務を果たせば，当該土地の農
業生産活動によって得られた生産物は全て請負農家
の所有にすることができるというもの．

4．2016年に、山東省滕州市のある企業型合作社の理
事長とのヒアリングの一部である．

5．龍頭企業：農産物の生産，加工，流通などを担当
するアグリビジネス企業の総称．

6．一号文件：その年の1号文書の意味であるが，とく
に中共中央・国務院の一号文書を指すことが多い．
中共中央・国務院一号文書は，1982年から1986年
の5年間と，2004年以後の毎年，農業テーマとして
とりあげている．

7．専門農協：農林水産省『農業協同組合及び同連合
会一斉調査』の定義によると，「信用事業を行う農協」
が総合農協であって，それ以外を全て専門農協とし
ている．本稿はこの類型化に従った．

8．農業者とは，農民又は農業を営む法人（その常時
使用する従業員の数が三百人を超え，かつ，その資
本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人を除
く．）である．農民とは，自ら農業を営み，又は農
業に従事する個人である．
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Summary

　This paper tried to clarify a variety schools of thought on the topic of membership heterogeneity in 
China Farmers’ Professional Cooperative (FPC). Followed the previous studies, it appeared that the 
membership heterogeneity could result in both positive and negative influences on organization and busi-
ness system of the FPC; nonetheless, the drawbacks seem to overwhelm the benefits. To deal with trou-
blesome of the membership heterogeneity in the FPC, prior investigation indicated the appliance of les-
sons from the studies on Japan Agricultural Cooperatives, America New Generation Cooperative, and 
EU Entrepreneurial Cooperative. From our viewpoint, due to the considerable differences of FPC in 
China from the others, it is necessary to adapt these findings to the particular situation of China, in 
which more attention would be paid to revision of the FPC’s law.


